
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

一
六
三

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
六
三

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
二
件

一
六
三

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件
二
件

一
六
四

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

公

告

一
六
四

○
検
税
吏
員
証
票
を
無
効
と
す
る
件

一
六
四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
六
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

一
六
五

○
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六
五

○
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
の
選
挙
を
行
っ
た
件

一
六
五

○
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
の
職
務
代
理
者
を
指
定
し
た
件

正

誤

一
六
五

○
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
付
け
定
例
第
二
千
四
百
七
十
三
号
中
三
件

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

医
療
法
人
社
団
恵
周
会
白
河
病
院

白
河
市
六
反
山
一
〇
番
地
一

平
成
二
八
年
三
月
三
一
日

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
川
部
町
大
平
一
七
〇
の
三
、
一
七
〇
の
四
、
一
八
四
の
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
小
川
町
西
小
川
字
ス
ス
原
一
の
五
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

福
島
市
上
名
倉
字
縄
添
五
の
一
〇
、
字
小
室
石
一
の
二
、
二
の
三
、
三
の
一
、
三
の
五
、
四
の
一
、

五
の
二
、
六
の
一
、
字
玉
後
一
の
二
、
二
の
六
、
六
の
一
一
、
一
〇
の
一
〇
、
一
三
の
一
三
、
一
三

の
一
四
、
字
森
五
の
五
、
一
二
の
八
、
一
四
の
六
、
一
四
の
七
、
字
平
内
六
の
二
、
七
の
七
、
一
〇

の
二
、
一
一
の
三
、
一
一
の
四
、
一
九
の
一
、
二
二
の
三
、
二
五
の
三
、
字
金
山
五
〇
の
二
、
五
一

の
二
、
五
二
の
三
、
五
三
、
五
四
の
一
、
六
〇
の
一
、
六
四
の
六
、
六
八
の
二
、
六
九
の
五
、
字
荒

田
五
四
、
字
下
谷
地
三
の
二
、
四
の
三
、
五
の
三
、
六
の
一
、
一
三
の
四
、
一
四
、
一
五
の
二
、
字
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泉
田
一
八
の
二
、
二
〇
の
二
、
二
〇
の
三
、
二
一
の
一
、
二
一
の
三
、
三
四
の
二
、
三
六
の
四
、
四

一
、
四
二
の
三
、
四
二
の
四
、
四
六
の
三
、
字
上
河
原
一
〇
の
二
、
字
下
河
原
三
の
五
、
庄
野
字
日

ノ
倉
六
の
二
、
七
の
三
、
字
下
川
原
二
〇
の
六
、
七
二
の
二
、
七
三
の
三
、
七
三
の
四
、
七
四
の
二
、

七
五
の
二
、
七
六
の
二
、
七
七
の
二
、
七
八
の
二
、
桜
本
字
西
蟹
田
一
一
の
一
、
一
三
の
四
、
二
〇

の
五
、
二
二
の
二
、
字
前
川
原
二
の
九
、
一
五
の
八
、
一
八
、
一
九
の
四
、
二
〇
の
七
か
ら
二
〇
の

一
〇
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
害
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（一）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
福
島
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

（二）
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（三）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
福
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
田
人
町
旅
人
字
宝
坂
九
八
の
一
、
九
九
、
一
〇
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（一）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標

（二）
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（三）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

の
別

一
般
国
道

伊
達
郡
川
俣
町
大
字
羽
田

変
更
前

二
二
・
九
〜

二
〇
・
一

一
一
四
号

字
鶴
巻
八
番
一
一
地
先
か

二
三
・
六

ら同

郡
同

町
大
字
羽
田

変
更
後

一
六
・
二
〜

二
〇
・
一

字
鶴
巻
八
番
一
一
地
先
ま

一
八
・
一

で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
百
五
号

次
の
検
税
吏
員
証
票
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
五
日
紛
失
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
日
以
降
当
該
検
税
吏
員
証
票
は
無
効
と
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

発

行

年

月

日

番

号

検
税
吏
員
証
票

平
成
二
三
年
六
月
一
日

第
一
九
三
〇
号

（
税

務

課
）

公
告
第
百
六
号
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｌ
ｏ
ｔ
ｕ
ｓ

三

代
表
者
の
氏
名

山
口

巴

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
会
津
若
松
市
金
川
町
三
番
十
八
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
育
て
中
の
家
族
と
、
そ
れ
を
支
援
す
る
地
域
住
民
、
地
域
団
体
及
び
社
会
に
対

し
て
、
保
育
園
の
運
営

保
育
と
子
育
て
に
関
す
る
支
援
、
食
の
安
全
・
安
心
の
た
め
の
活
動
、
障

、

が
い
者
等
の
社
会
的
弱
者
と
社
会
参
画
支
援
な
ど
の
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
育
て
環
境
の

充
実
及
び
地
域
社
会
の
振
興
と
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
百
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
法
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
北
部
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
久
間

弘
之

喜
多
方
市
字
西
四
ツ
谷
二
三
番
地
サ
ニ
ー
ハ
イ
ツ
三
〇
二
号
室

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

福
島
県
公
職
選
挙
等
執
行
規
程
（
昭
和
四
十
年
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
）
第
八
条

第
四
項
（
第
百
八
条
、
第
百
九
条
第
一
項
、
第
百
十
条
第
一
項
、
第
百
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
十
二

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
不
在
者
投
票
の
で
き

る
施
設
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

変

更

前

変

更

後

変

更

年

月

日

財
団
法
人
大
原
綜
合
病
院
附

一
般
財
団
法
人
大
原
綜
合
病

平
成
二
五
年
四
月
一
日

属
大
原
医
療
セ
ン
タ
ー

院
附
属
大
原
医
療
セ
ン
タ
ー

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
五
年
四
月
四
日
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
の
選
挙
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
者
が
当
選
し

た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

本
宮
市
荒
井
字
新
介
二
十
九
番
地

菊

地

俊

彦

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
五
年
四
月
四
日
次
の
者
を
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
職
務
代
理
者
に
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
四
月
十
六
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

福
島
市
泉
字
三
斗
蒔
六
番
地
の
二
十
一

岩

渕

敬

正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

○
平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
六
日
付
け
定
例
第
二
千
四
百
七
十
三
号
中

一
三
二

下

後
ろ
か

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号
の

福
島
県
告
示
第
八
十
号

ら
八

二

一
三
三

上

九

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号
の

福
島
県
告
示
第
八
十
一
号
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三

一
三
三

上

後
ろ
か

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号
の

福
島
県
告
示
第
八
十
二
号

ら
一
五

四


